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消費者庁 平成２４年度予算案の概要・機構定員要求の結果について 

 
                                            平成２３年１２月２４日 

消  費  者  庁 
 
 

 
○東日本大震災の被災地復興を支援するとともに、原発事故を踏まえ、消費者の食

の安全・安心を確保することは政府全体の最重要課題の１つ。消費者庁としても、

対策強化のために必要な予算及び定員を確保。 

 

○消費者事故等の調査を行う独立機関の設置や、集団的消費者被害の回復に係る新

たな訴訟制度の導入のため、次期通常国会に関連法案の提出を予定しており、そ

れに伴い必要な予算及び機構・定員を確保。 

 

○地方消費者行政のための財源（「地方消費者行政活性化基金」の増額）を確保（消

費者庁として初めて、当初予算に計上）。 

 

○引き続き消費者庁所管法令の執行体制を強化するとともに、消費者教育や消費者

政策に関する情報発信の強化を図るため、必要な予算及び定員を確保。 

 

○予算額は、一般会計と東日本大震災復興特別会計（復興庁一括計上）の合計で   

９３．４億円（平成２３年度予算（９０．４億円）比３．３％増）、一般会計のみ

で８８．７億円（平成２３年度予算比１．９％減）。 

 

○機構については、いわゆる８条機関として「消費者安全調査委員会(仮称)」を新設。

定員については、通常増員２名、時限増員９名の計１１名を増員（合理化減２名を

差し引いて、平成２３年度２７０名→平成２４年度２７９名）。 

 

（詳細：別紙１、別紙２） 

注：※… 東日本大震災復興特別会計（復興庁に一括計上） 

☆…「日本再生重点化措置」要望の関連項目 

 震災復興対応等  

○被災４県に対する「地方消費者行政活性化基金」の増額 

３６４百万円（新規 ※） 
各都道府県に造成されている「地方消費者行政活性化基金」について、震災・原発事故を受

けた緊急対応（食品等の放射性物質検査、食の安全性等に関する消費生活相談対応等）により、

被災４県（岩手・宮城・福島・茨城）では基金に不足が見込まれるため、増額措置を行う。 

１．概要 

２．予算案のポイント 
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○食品と放射能に関するリスクコミュニケーション 

２６百万円（新規 ※） 
東日本大震災・原発事故を踏まえ、食の安全・安心を確保するため、食品と放射能に関する

理解を広げることを目的として、消費者と専門家が共に参加する意見交換や政府の取組をお知

らせする会を全国各地で展開し、広範囲な層の消費者への浸透を図る。 

 

 消費者被害の防止・救済のための新たな仕組み  

○消費者事故調査機関の設置 

              ７０百万円（新規） 
専門家による独立・公正な事故調査機関として「消費者安全調査委員会(仮称)」を消費者庁

に設置し（いわゆる８条機関）、生命・身体分野の消費者事故等について幅広く、事故原因の

究明と再発・拡大防止のための提言を行う。（次期通常国会提出法案関連予算） 

 

 ○集団的消費者被害救済制度の導入 

４２百万円（１２百万円）一部☆ 
多数の消費者が被害者となる事案に関し、適格消費者団体が関与する新たな訴訟制度の導入

に向け、消費者・事業者に制度の周知を図るための相談・啓発事業等を幅広く実施する。（次

期通常国会提出法案関連予算） 

 

 地方消費者行政の強化  

○食の安全・安心のための取組、地域の多様な民間団体の活動を支援するた

めの「地方消費者行政活性化基金」の増額 

                       ５００百万円（新規）☆ 
原発事故による食品と放射能の問題をきっかけに、食の安全・安心の確保に対する消費者の

関心が高まっている。これを踏まえ、地域における食の安全・安心に関する取組を支援すると

ともに、地域の子育て、環境、福祉、産業等の多様な主体による消費者問題への取組を支援す

る。このため、「地方消費者行政活性化基金」を増額するとともに、基金の運営要領を改正・

拡充し、自治体の取組だけでなく民間団体の活動も支援できるよう措置する。 

      （※本項目は「日本再生重点化措置」枠で要望し、通常枠（要求枠）で措置されている。） 

 

 ○地方消費者グループフォーラム 

      ３３百万円（２７百万円） 
消費者団体を始め地域で活動している子育て、環境、福祉、産業等の多様な主体が連携する

場として、「地方消費者グループフォーラム」を引き続き開催し、消費者問題に取り組む住民

の輪を広げる。 



3 

 

 

 消費者教育の推進、消費者政策に関する発信力の強化  

 ○消費者教育の体系的・総合的推進 

４５百万円（４８百万円） 
消費者庁のリーダーシップのもと、関係省庁、学識経験者、消費者団体等が連携して行う「消

費者教育推進会議」を実施。また、中学生・高校生向け副教材の活用状況のフォローアップや

効果測定を行うとともに、それらを踏まえ、小学校高学年向けの消費者教育用副教材を作成・

配布するなど、更なる消費者教育の改善強化を図る。 

 

 ○消費者白書(仮称)・包括的消費者意識調査 

５３百万円（新規）☆ 
適切かつ効果的な消費者政策の推進のためには、消費者の満足度や政策ニーズを的確に把握

する必要。特に昨今においては、東日本大震災に関連した消費者意識の変化を踏まえることも

重要である。このため、包括的な消費者意識調査を行うとともに、消費者問題の現状や課題、

政府の取組等の全体像を分かりやすくまとめた年次報告書（「消費者白書(仮称)」）を作成し、

消費者行政に関する対外発信を強化する。 

 

 

＜機構＞ 

○消費者安全調査委員会(仮称)の設置〔法律〕 

（他に内閣府令で消費者安全課に事故調査室を設置） 

＜定員＞ 

○１１名増員（通常増員 ２名、復興枠増員(時限) ９名） 

○２名合理化減 

→差引き９名増（平成２３年度 ２７０名 → 平成２４年度 ２７９名） 

〔内訳〕事故調査室 ２名、食の安全・安心 ３名  等 

※ 今回の定員要求に対しては、東日本大震災の復興財源の確保や公務員総人件費の削

減等の必要性から、全省庁例外なく、復興特別会計で措置する時限的増員を除き、増

員から合理化減を差し引いた数をゼロ以下に抑制するとの整理がなされた。 

３．機構・定員要求の結果 


